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新型コロナウイルス感染症に関する情報

国
の
緊
急
経
済
対
策
に
基
づ
き
、
感

染
拡
大
防
止
に
留
意
し
つ
つ
、
簡
素
な

仕
組
み
で
迅
速
か
つ
的
確
に
家
計
へ
の

支
援
を
行
う
た
め
、
特
別
定
額
給
付
金

を
支
給
し
ま
す
。

申
請
方
法
な
ど
の
詳
細
は
、
５
月
中

旬
に
世
帯
主
様
あ
て
に
郵
送
し
た
申
請

書
を
ご
覧
く
だ
さ
い
。

●
給
付
対
象
者

　

４
月
２７
日
現
在
、
本
村
の
住
民
基
本

台
帳
に
記
録
さ
れ
て
い
る
方

●
給
付
金
額

　

給
付
対
象
者
一
人
に
つ
き
１０
万
円

●
給
付
方
法

　

原
則
、
銀
行
口
座
へ
の
振
り
込
み

（
世
帯
全
員
分
を
申
請
し
た
口
座
に

一
括
し
て
支
給
し
ま
す
。
ま
た
、
口

座
へ
の
振
込
み
は
、
申
請
書
の
受
理

か
ら
３
週
間
程
度
を
目
安
に
し
て
く

だ
さ
い
。）

●
申
請
方
法

①
郵
送
に
よ
る
申
請

②
オ
ン
ラ
イ
ン
に
よ
る
申
請

③
役
場
窓
口
へ
申
請（
感
染
症
拡
大
防

止
策
と
し
て
郵
送
ま
た
は
オ
ン
ラ
イ

ン
に
よ
る
申
請
に
ご
協
力
を
お
願
い

し
ま
す
。）　

特
別
定
額
給
付
金

●
申
請
受
付
期
間

　

令
和
２
年
５
月
１２
日（
火
）～
令
和
２

年
８
月
１１
日（
火
）【
当
日
消
印
有
効
】

　

受
付
期
間
を
過
ぎ
る
と
、
給
付
が
で

き
な
く
な
り
ま
す
の
で
、
ご
注
意
く

だ
さ
い
。

　
ま
だ
申
請
書
が
届
い
て
い
な
い
方
は
、

総
務
部
総
務
課
へ
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

総
務
部
総
務
課

特
別
定
額
給
付
金
な
ど
の
給
付
を

装
っ
た「
振
り
込
め
詐
欺
」や「
個
人
情

報
の
詐
取
」に
注
意
し
て
く
だ
さ
い
。

国
民
健
康
保
険
、
後
期
高
齢
者
医
療

の
被
保
険
者
が
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
感
染
ま
た
は
感
染
の
疑
い

が
あ
り
、
そ
の
療
養
の
た
め
勤
務
す
る

こ
と
が
で
き
な
か
っ
た
場
合
、
傷
病
手

当
金
を
支
給
し
ま
す
。

国
民
健
康
保
険
・
後
期

高
齢
者
医
療
に

加
入
し
て
い
る
方
へ

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
に

関
す
る
傷
病
手
当
金
に
つ
い
て

商
工
会
で
は
、
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル

ス
感
染
症
に
よ
り
、
事
業
活
動
の
縮
小

を
余
儀
な
く
さ
れ
た
事
業
主
を
対
象
と

し
て
、
雇
用
調
整
助
成
金
等
の
支
給
申

請
に
関
す
る
手
続
き
の
個
別
相
談
会
を

開
催
い
た
し
ま
す
。
事
前
予
約
制
で
す

の
で
、
ご
希
望
の
方
は
あ
ら
か
じ
め
商

工
会
ま
で
ご
連
絡
く
だ
さ
い
。

●
日

時

　

６
月
２
・
９
・
１６
・
２３
・
３０
日（
火
）

　

午
前
１０
時
～
午
後
３
時

　
（
１
事
業
者　

１
時
間
程
度
）

●
場

所

　

産
業
会
館
２
階　

会
議
室

●
相
談
員

　

社
会
保
険
労
務
士 

栗
元 

貴
司 

氏

●
問
合
せ
先

　

飛
島
村
商
工
会

雇
用
調
整
助
成
金
に

関
す
る
個
別
相
談
会
の

ご
案
内

●
支
給
日
数

　

勤
務
で
き
な
く
な
っ
た
日
か
ら
３
日

間
を
過
ぎ
た
日
か
ら
勤
務
で
き
な
い

期
間
の
う
ち
、
勤
務
予
定
で
あ
っ
た

日
。

●
支
給
額

　
（
直
近
の
連
続
し
た
３
ヶ
月
間
の
給

与
収
入
の
合
計
額
÷
勤
務
日
数
）×

２
／
３
×
支
給
日
数

※
給
与
収
入
の
全
部
ま
た
は
一
部
を
受

け
取
る
こ
と
が
で
き
る
方
に
は
、
そ

の
期
間
は
支
給
し
ま
せ
ん
。
た
だ
し
、

そ
の
給
与
収
入
が
傷
病
手
当
金
の
支

給
額
よ
り
少
な
い
場
合
は
、
差
額
を

支
給
し
ま
す
。

●
適
用
期
間

　

１
月
１
日
か
ら
９
月
３０
日
ま
で
の
間

で
療
養
の
た
め
勤
務
で
き
な
か
っ
た

期
間

※
入
院
が
継
続
す
る
場
合
な
ど
は
、
最

長
１
年
６
ヶ
月
ま
で

●
申
請
方
法

　

申
請
書
、
事
業
主
の
証
明
書
、
医
師

の
意
見
書（
医
療
機
関
を
受
診
し
た

と
き
）な
ど
が
必
要
に
な
り
ま
す
が
、

事
前
に
電
話
で
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

●
問
合
せ
先

　

民
生
部
住
民
課
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飛島村内犯罪状況（令和2年4月）
区分 空き巣 忍込み 居空き 事務所荒らし 出店荒らし
4月 0 0 0 0 0
1～4月 １ 0 0 ２ 0
区分 自動車盗 オートバイ盗 自転車盗 ひったくり 車上ねらい
4月 0 0 0 0 0
1～4月 0 0 １ 0 0
区分 部品ねらい 自販機ねらい 万引き その他
4月 0 １ 0 0
1～4月 １ 3 0 １

響
に
よ
り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
の

事
業
収
入
、
不
動
産
収
入
、
山
林
収

入
ま
た
は
給
与
収
入
の
減
少
が
見
込

ま
れ
る
方

※
詳
細
に
つ
い
て
は
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

◎
個
人
住
民
税
の
減
免
制
度
に
つ
い
て

は
、
14
か
ら
15
ペ
ー
ジ
を
ご
覧
く
だ

さ
い
。

※
申
請
は
6
月
下
旬
を
予
定
し
て
い
ま

す
。

○
猶
予
制
度
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
事
業
等
に
係
る
収
入
に

相
当
の
減
少
が
あ
っ
た
方
は
、
村
税

の
徴
収
猶
予
制
度
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
方

　

以
下
の
①
、
②
の
い
ず
れ
も
満
た
す

納
税
者
、
特
別
徴
収
義
務
者
が
対
象

と
な
り
ま
す
。

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
に
よ
り
、
令
和
２
年
２
月
以
降
の

任
意
の
期
間（
１
ヶ
月
以
上
）に
お
い

て
、
事
業
等
に
係
る
収
入
が
前
年
同

期
に
比
べ
て
概
ね
20
％
以
上
減
少
し

て
い
る
こ
と
。

②
一
時
に
納
付
し
、
ま
た
は
納
入
を
行

う
こ
と
が
困
難
で
あ
る
こ
と
。

●
対
象
と
な
る
村
税

・
令
和
２
年
２
月
１
日
か
ら
令
和
３
年

１
月
３１
日
ま
で
に
納
期
限
が
到
来
す

る
、
個
人
住
民
税
、
法
人
住
民
税
、

固
定
資
産
税
、
軽
自
動
車
税
の
税
目

が
対
象
に
な
り
ま
す
。

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス

感
染
症
の
影
響
に
よ
る

徴
収
猶
予
の
特
例
制
度

に
つ
い
て

●
申
請
手
続
き

・
令
和
２
年
６
月
３０
日（
火
）、
ま
た
は
、

納
期
限（
納
期
限
が
延
長
さ
れ
た
場

合
は
延
長
後
の
期
限
）の
い
ず
れ
か

遅
い
日
ま
で
に
申
請
が
必
要
で
す
。

・
申
請
書
の
ほ
か
、
収
入
や
現
預
金
の

状
況
が
分
か
る
資
料
を
提
出
し
て
い

た
だ
き
ま
す
が
、
提
出
が
難
し
い
場

合
は
口
頭
に
よ
り
お
伺
い
し
ま
す
。

※
他
の
保
険
税
・
保
険
料
・
使
用
料
に

つ
い
て
も
猶
予
制
度
が
あ
り
ま
す
の

で
、
各
担
当
課
に
ご
相
談
く
だ
さ
い
。

○
減
免
制
度
に
つ
い
て

　

新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

響
な
ど
に
よ
り
、
収
入
が
減
少
し
た

方
は
、
減
免
制
度
を
受
け
ら
れ
る
場

合
が
あ
り
ま
す
。

●
対
象
と
な
る
保
険
税
、
保
険
料

　

◆
国
民
健
康
保
険
税

　

◆
後
期
高
齢
者
医
療
保
険
料

　

◆
介
護
保
険
料

●
対
象
と
な
る
方

　

以
下
の
①
ま
た
は
②
の
い
ず
れ
か
に

該
当
す
る
に
至
っ
た
方
が
対
象
と
な

り
ま
す
。

①
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
に
よ

り
、
主
た
る
生
計
維
持
者
が
死
亡
ま

た
は
重
篤
な
傷
病
を
負
っ
た
方

②
新
型
コ
ロ
ナ
ウ
イ
ル
ス
感
染
症
の
影

対象となる税等 担当課

個人住民税
法人住民税
固定資産税
軽自動車税

総務部税務課

国民健康保険税
後期高齢者医療保険料 民生部住民課

介護保険料 すこやかセンター内
福祉課

農業集落排水処理施設使用料 開発部建設課


